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令和２年度 第４回日進市学区検討部会（北小学校区関係） 会議録 

 

日   時  令和３年２月１８日（木） 午前１０時３０分から正午まで 

場   所  日進市役所４階 第１会議室 

委員出席者  加藤久豊（北小学校長）、山田環（竹の山小学校長）、中村美由津（北

小学校ＰＴＡ）、小椋雅彦（竹の山小学校ＰＴＡ）、田村淳志（日進中

学校ＰＴＡ）、横山純（日進北中学校ＰＴＡ）、幸村澄雄（岩崎区長）、

堀部一成（元相野山小学校長） 

オブザーバー 寺田康一（香久山小学校ＰＴＡ）、横井裕子（香久山区長）、塚本静也

（日進北中学校長）、志賀直仁（香久山小学教頭）、内海晃一（日進西

中学校教頭） 

欠   席  蛭牟田弘樹（日進中学校教頭） 

事 務 局  市川秋広（学習教育部長）、加藤慎司（学習教育部次長兼教育総務課長）、

後藤幸宏（学校教育課長）、岡田優子（学校教育課長補佐）、久野純子

（学校教育課係長）、坂井将哉（学校教育課主事） 

傍聴の可否  可 

傍聴の有無  有（４名） 

議   題  １ 北小学校区・日進中学校区に係る調査結果報告書（案）について 

２ その他 

 

発 言 者 発   言   内   容 

事務局 第４回日進市学区検討部会（北小学校区関係）を開催します。 

部会長により議事進行をお願いします。 

部会長 議事に先立ちまして、傍聴の方はおみえですか。 

事務局 ４名いらっしゃいます。 

部会長 傍聴の方がおみえですので、傍聴を許可したいと考えておりますが、

いかがでしょうか。 

（同意を確認） 

それでは、傍聴を許可いたします。 

（傍聴人入室） 

傍聴の方にお願いいたします。傍聴に当たっては、議事進行を妨げな

いようにお願いいたします。 

部会長 次第に従いまして議事に入ります。 

議題１「北小学校区・日進中学校区に係る調査結果報告書（案）につ

いて」事務局から説明をお願いします。 
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事務局  まず、始めに、日進市立小中学校適正規模等検討委員会と日進市学区

検討部会の関係について、改めて確認させていただきます。 

 日進市学区検討部会は、日進市教育委員会の諮問機関である、日進市

立小中学校適正規模等検討委員会の依頼を受けて、北小学校及び日進

中学校の学区に係る調査検討を進めてまいりました。検討委員会の役

割は、適正規模及び適正配置に関する基本方針の作成及び日進市の人

口推計を基に適正化の対象となる学校があるかどうかの判定や適正化

の手法等について調査審議することです。 

 これにより、日進中学校において将来的な教室数の不足が見込まれ

たこと及び北小学校についても教室数に余裕がないことから、学区検

討部会を設置し検討することとなりました。 

 本日は、これまでに３回の会議の場でご検討いただき、頂戴した意見

や事務局で行った調査等に基づき提案する最終案についてご検討いた

だき、検討委員会に提出する調査結果報告書の内容についてもご検討

いただきたいと思います。 

 

〔調査結果報告書（案）について説明〕 

 

部会長 先回までの検討内容及び最終案についてご意見はありますか。 

 委 員 最終案は、市道岩崎香久山線以南の地区の通学の安全性が考慮され

ておりいい案だと思いますが、最終案で新ラ田の南側は学区変更対象

地区に含まれていますが、北側が含まれていないのはなぜですか。 

事務局 学区境界は、字境界、道路等の地理的状況及び行政区や自治会等の地

域コミュニティのまとまりといった客観的・合理的判断により設定す

るものと考えております。また、日進北中学校の教室数の状況により、

日進北中学校に多くの地域を学区変更することができない状況です。

そうした総合的な判断により、最終案を提案しております。 

委 員 各変更案のメリット・デメリット、関係各校の児童生徒数の推移や教

室数の状況、地域の状況等についてよく検討された妥当な案だと思い

ますが、児童生徒や地域の理解を得られるようにしっかり対応してほ

しいと思います。 

委 員 長期スパンを考慮した検討は難しいとは思いますが、学区変更は何

度も行えるものではないため、この先１０年・１５年といった長期スパ

ンで人口推計を見て、学区変更を判断しているのか、そのあたりを説明
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してください。 

事務局  市内学区児童生徒推計資料では令和１２年度までの児童生徒数の推

計資料となっておりますので、令和１２年度までの推計値で判断する

しかありませんが、可能な範囲で長期的な予測を立てながら考えた学

区変更案となっております。 

委 員 各校の教室数を見ると妥当な案だと思いますが、保護者目線では、学

区変更の影響を受ける児童生徒の気持ちを考えてしまいます。新ラ田

地区の生徒は日進中学校だと考えていると思いますし、学区変更の影

響を受ける子どもたちへの配慮をどのように考えているのでしょう

か。また、学区変更について理解をしてもらうために、どのように対応

していくのでしょうか。 

事務局  今回提案した最終案によって、石兼及び新ラ田地区は日進中学校か

ら日進西中学校に学区が変更され、中学校への通学距離が長くなる懸

念はありますが、通学距離について言えば、小学校については北小学校

区から香久山小学校区への変更により通学距離が非常に近くなりま

す。通学路については、中学生より小学生、特に低学年をより考慮する

必要があると考えています。 

 児童生徒への配慮については、今後学区を変更していく過程で検討

し、対応していく必要があると考えています。 

部会長 保護者の立場からのご意見をいただきましたが、地域のご意見はい

かがでしょうか。 

委 員 石兼及び新ラ田地区の学区が分かれてしまうと、今後どのように地

域の行事を実施していくのか考えなければならないと思います。 

オブザーバー 市道岩崎香久山線を通って通学することは避けた方がいいと思って

いたので、市道岩崎香久山線以南の地区の学区を香久山小学校に変更

することはよいことだと思います。ただし、学区変更対象人数が少ない

ので、児童生徒の心のケアなどをしっかりしていただけたらと思いま

す。 

部会長 学校の立場からはいかがでしょうか。 

委 員 北小学校としては、児童数が減る立場なので、教室数に余裕ができる

ため特に問題はないと思います。 

登下校の安全面についてはしっかり考慮していく必要があると思い

ます。子どもの気持ちを大事にすれば経過措置は必要だと思いますが、

それにより北小学校に通学する人数が少なくなると、登下校の安全面
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が心配なので、保護者や地域の協力が必要だと思います。 

学区境界については、道路等分かりやすい境界ではなく、目に見えな

い字境界で分けている所もあるので、丁寧に説明していく必要がある

のではないでしょうか。 

委 員 学区変更の時期については、日進中学校の教室数の状況を考えると

令和５年度から変更しなければならないと思います。経過措置につい

ては、小学校５・６年生及び中学校２・３年生を対象としたのは、児童

生徒の心情を考えるとよかったと思います。 

地域コミュニティのことを考えると、変更先の学区は竹の山小学校

区及び日進中学校区であるという考えでこれまで検討をしてきました

が、石兼・新ラ田の市道より南側の地域については、北小学校でも竹の

山小学校でも通学距離はそれほど変わりませんが、すぐ近くに香久山

小学校があるという状況があります。また、集合場所を含めた通学路の

安全性を考えると、今回提案された最終案が自然な学区変更案ではな

いかと思います。 

ただし、少ない人数の児童生徒が新しい小中学校に通学するのは、疎

外感があると思うので、新しい学校がどのように受け入れていくのか、

工夫をしていく必要があると思います。 

委 員 一番大切なのは子どもたちが安全に安心して学校に通えるというこ

とだと思います。小中学校合わせて９年間通うことを考えると、最終案

がよいのではないかと思います。 

部会長 その他の意見はございますか。 

委 員 今後どういったプロセスで決定され、周知されるのでしょうか。 

事務局 本日の検討内容を含め、本部会でこれまでに調査検討してきた内容

及び調査検討結果について報告書を作成し、委員の皆さまに内容を確

認していただきます。その後、３月上旬に検討委員会に調査結果報告書

を提出し、３月下旬に開催予定の検討委員会において、調査結果報告書

について審議されます。 

検討委員会は、その審議結果を教育委員会に提言し、３月末の臨時教

育委員会において、教育長から教育委員会に報告されます。 その報告

を受けて教育委員会が最終的な決定をします。 

学区変更の周知については、関係者に順次説明を進めていきますが、

令和５年度に学区変更することを考えると、令和３年９月頃までには

最終的な決定をして周知し、学区変更に係る手続を進めていく必要が
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あると考えています。 

部会長 その他にご意見はありますか。 

委 員 特別支援学級に在籍する児童生徒について、例えば、令和４年度に１

年生の児童が、令和５年度から新しい学区の学校に変わるというよう

な場合に、なかなか新しい学校になじめないことが考えられると思い

ますが、どういった対応を考えていますか。 

事務局 原則は、学区変更及び経過措置に従って通学する学校が決定されま

すが、特別支援学級に在籍する児童生徒に対しては、配慮が必要だと思

います。個々の状況によって必要な対応が違いますので、それぞれの児

童生徒にとって何が適切かを考慮して対応を検討していきます。 

部会長 様々なご意見をいただきまして、今回提案した最終案が、児童生徒の

通学の安全面を最優先に考えられており評価できるが、児童生徒や地

域への説明が大切であるということ、学区が変更される児童生徒、特に

少数となる児童生徒への心のケアが大切であることから、しっかり対

応していただきたいということが確認できたと思います。 

それでは、続きまして、議題２「その他について」事務局から何かあ

りますか。 

事務局 本日の検討内容を踏まえ、最終的な報告書をまとめさせていただき、

委員の皆様にお送りさせていただきますので、ご確認をお願いいたし

ます。 

ご確認いただきました報告書（案）に対してご意見があればいただ

き、その意見を踏まえて最終的な報告書を部会長にご確認いただいた

うえで、３月上旬を目途に部会長から検討委員会に提出していただく

予定です。このことを、部会長に一任していただきたいと思います。 

部会長 ただ今の事務局の提案についてはいかがでしょうか。 

部会長 ご意見がないようですので、報告書の確認は私に一任していただけ

たということにいたします。 

部会長 これで本日の議題がすべて終了しましたので、事務局に進行をお返

しします。 

事務局 長期にわたり熱心にご検討をいただきありがとうございました。 

これをもちまして第４回日進市学区検討部会（北小学校区関係）を閉

会といたします。 

 


